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衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
動
販
売
機
行
政
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

内
閣
衆
質
一
一
八
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一
二
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平
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年
七
月
六
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衆
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閣
総
理
大
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海 
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俊 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
動
販
売
機
行
政
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

自
動
販
売
機
の
製
造
事
業
者
団
体
で
あ
る
日
本
自
動
販
売
機
工
業
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
最
近
十
年
間
の
そ

れ
ぞ
れ
の
年
末
時
点
に
お
け
る
自
動
販
売
機
の
普
及
台
数
は
、
昭
和
五
十
五
年
約
三
百
五
十
一
万
七
千
台
、
昭

和
五
十
六
年
約
三
百
七
十
一
万
二
千
台
、
昭
和
五
十
七
年
約
三
百
八
十
万
九
千
台
、
昭
和
五
十
八
年
約
三
百
九

十
四
万
四
千
台
、
昭
和
五
十
九
年
約
四
百
九
万
三
千
台
、
昭
和
六
十
年
約
四
百
十
六
万
七
千
台
、
昭
和
六
十
一

年
約
四
百
十
八
万
三
千
台
、
昭
和
六
十
二
年
約
四
百
一
万
六
千
台
、
昭
和
六
十
三
年
約
四
百
九
万
九
千
台
及
び

平
成
元
年
約
四
百
二
十
二
万
三
千
台
と
な
っ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

平
成
元
年
末
に
お
け
る
自
動
販
売
機
の
機
種
別
の
普
及
台
数
及
び
そ
の
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
そ
れ
ぞ 



三
及
び
四
に
つ
い
て 

れ
、
飲
料
自
動
販
売
機
約
二
百
五
十
七
万
二
千
台
、
六
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
食
品
自
動
販
売
機
約
二
十
二
万

二
千
台
、
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
た
ば
こ
自
動
販
売
機
約
四
十
四
万
三
千
台
、
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
切
符
自

動
販
売
機
約
三
万
六
千
台
、
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
の
自
動
販
売
機
約
九
十
五
万
台
、
二
十
二
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。 

昭
和
五
十
三
年
十
月
十
七
日
付
け
行
政
管
理
事
務
次
官
通
知
「
自
動
販
売
機
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
調

査
結
果
」
を
受
け
て
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
二
十
八
日
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
二

十
八
日
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
を
改
正
し
、
自
動
販
売
機
の
構
造
等
の
規
格
基
準
を
設
定
し
た
ほ
か
、

昭
和
五
十
五
年
一
月
八
日
付
け
厚
生
省
環
境
衛
生
局
長
通
知
「
食
品
の
自
動
販
売
機
の
衛
生
指
導
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、
「
食
品
の
自
動
販
売
機
の
構
造
機
能
に
関
す
る
指
導
事
項
」
、
「
食
品
の
自
動
販
売
機
に
係
る
管
理
運 

四 

 



 

五 

営
基
準
準
則
」
及
び
「
食
品
の
自
動
販
売
機
に
係
る
施
設
基
準
準
則
」
を
定
め
、
飲
食
店
営
業
、
喫
茶
店
営
業
等

の
営
業
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
を
含
め
、
自
動
販
売
機
に
よ
り
販
売
さ
れ
る
食
品
の
衛
生
確
保
を
図
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
許
可
の
制
度
は
、
公
衆
衛
生
に
与
え
る
影
響
が
著
し
い
営
業
に
つ
い
て
、
そ

の
衛
生
を
確
保
し
、
人
の
健
康
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
衛
生
規
制
で

あ
る
が
、
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
衛
生
の
確
保
が
図
ら
れ
て
お
り
、

現
行
の
飲
食
店
営
業
等
の
許
可
と
は
別
に
、
特
に
新
た
な
許
可
業
種
を
設
定
し
な
く
て
も
、
そ
の
衛
生
の
確
保

に
大
き
な
支
障
が
生
ず
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
販
売
の
対
象
と
な
る
食
品
や
業
種
ご
と
に
衛
生
確
保

の
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
点
も
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
「
自
動
販
売
機
営
業
」
と
い
う
業
種
の
設
定
は
考
え

て
い
な
い
。 




